
 

 
 

 
 

医療機関のための「労務管理セミナー」を開催します 
 

 

平成 26年 6月に公布された「医療介護総合確保推進法」により、医療法が改

正されました。その中には、病院又は診療所の管理者は、医療従事者の勤務環

境の改善に努めることが新たに規定されています。 

山梨労働局（局長 三浦宏二）では、医療法改正を受け、医療機関が取り組む

こととされた「医療勤務環境改善マネジメントシステム」など、医療従事者の

勤務環境改善に役立つ資料を配付するとともに、医療従事者向けにメンタルヘ

ルスのセミナーを行います。 
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山梨労働局労働基準部監督課 
監督課長   上条 訓之 
監察監督官  太田良雅美 
電話     055－225－2853 

Press Release 

山 梨 労 働 局 発 表 

平成 27年 2月 13日 

～医療機関のための労務管理セミナー～ 

 

日 時 平成 27年 2月 20日（金） 13:30～16：30 

 場 所 ぴゅあ総合（山梨県甲府市朝気 1-2-2） 

■ 内容 

 〇 開会の挨拶 

    医療従事者の「雇用の質」の向上のための企画委員会 委員長 

     山梨労働局労働基準部長 佐保 隆 

 〇 医療分野の「雇用の質」向上対策の今後の展開 

     山梨労働局労働基準部監督課長 上条 訓之 

 〇 勤務環境改善マネジメントシステムについて 

    山梨県社会保険労務士会 医療労務管理アドバイザー 酒井 善明氏  

〇 『働く人のこころの健康を考える』～溌剌と、日々の業務に臨むには～ 

    菅 弘康先生 

 

■ 主催 

『医療従事者の「雇用の質」の向上のための企画委員会』 

（構成：山梨労働局、山梨県、山梨県医師会、山梨県民間病院協会、 

山梨県看護協会、山梨県官公立病院等協議会、日本精神科看護技術協会、 

山梨県立大学） 

※ 事務局：山梨医療労務管理相談コーナー 

■ 後援  

山梨労働局、山梨県社会保険労務士会、山梨県産業保健総合支援センター働

局、山梨産業保健総合支援センター 

 



【参考】 

◎『医療従事者の「雇用の質」の向上のための企画委員会』 

 

 職 名 

委 員 長 山梨労働局労働基準部長 

 

 

 

 

委  員 

山梨県医師会 理事 

山梨県民間病院協会 理事 

山梨県官公立病院等協議会 会長 

日本精神科看護技術協会 山梨県支部長 

山梨県立大学 看護学部教授 

山梨県福祉保健部医務課長 

山梨労働局労働基準部監督課長 

山梨労働局職業安定部職業安定課長 

山梨労働局雇用均等室長 

※事務局は山梨医療労務管理相談コーナー（受託者：山梨県社会保険労務士会） 

 

◎山梨医療労務管理相談コーナー 

 医療の質、医療安全、地域医療確保のため、医療スタッフが健康で安心して

働くことができる職場環境整備が喫緊の課題となっています。 

 「山梨医療労務管理相談コーナー」では、医療機関及び医師や看護職員から

の労働基準法等の労働関係法令に関する照会や労務管理全般の御相談に対応し

ています。例えば、 

 ・勤務シフトの見直しなど労働時間管理に関するアドバイス 

 ・就業規則の作成、変更に関するアドバイス 

 ・賃金制度の設計に関するアドバイス  

 ・福利厚生制度に関するアドバイス 

 ・メンタルヘルス対策等含めた安全衛生管理に関するアドバイス 

  ※相談無料、秘密は守られます 

 

＜相談日時・時間＞ 

 原則午前 9時から午後 5時まで 

 

＜相談場所・連絡先＞ 

 山梨社会保険労務士会事務局内「山梨医療労管理相談コーナー」 

 （山梨県甲府市酒折 1丁目 1番地 11号日星ビル 山梨県社会保険労務士会内） 

   ℡ 055-225-2071 FAX 055-244-6065 

 



医療機関のための「労務管理セミナー」

～医療従事者の勤務環境改善に向けた取組に関する説明会～ 

医療機関が取組むこととされた「医療勤務環境改善マネジメント
システム」など、医療機関で働く方々の勤務環境改善に役立つ内容
を中心とした講義を行います。 

～プ  ロ  グ  ラ  ム～ 

13:30        Ⅰ 開会の挨拶   
                        医療従事者の「雇用の質」の向上のための企画委員会 
                        委員長 山梨労働局労働基準部長 
 
13:35        Ⅱ 医療分野の「雇用の質」向上対策の今後の展開  
           山梨労働局労働基準部監督課長    
      
14:00        Ⅲ 勤務環境改善マネジメントシステムについて 
        山梨県社会保険労務士会 アドバイザー  
             （休憩） 
14:50        Ⅳ 『働く人のこころの健康を考える』～溌剌と、日々の業務に臨むには～   
         菅 弘康 先生 
 
16:20        Ⅴ 質疑・応答 
 
16:30        Ⅵ 閉会  
※申込が多数の場合、先着順とさせて頂きます 

主催：医療従事者の「雇用の質」の向上のための企画委員会（事務局：山梨県社会保険労務士会） 
（構成：山梨労働局、山梨県、山梨県医師会、山梨県看護協会、山梨県民間病院協会、 
    山梨県官公立病院等協議会、日本精神科看護技術協会、山梨県立大学） 
後援：山梨労働局、山梨県社会保険労務士会、山梨産業保健総合支援センター 

平成26年６月に公布された「医療介護総合確保推進法」により、医療法が改正され
ました。その中には、医療従事者の確保等に関する規定が設けられ、病院又は診療所
の管理者は、医療従事者の勤務環境の改善に努めることが新たに規定されています。。 

平成27年２月20日（金） 
13:30～16:30 
 

ぴゅあ総合 
山梨県甲府市朝気1-2-2 
 
山梨県内の病院、診療所 
院長等の経営者の方、事務長、   
看護部長等の労務管理の方、医 
師、看護師等の病院、診療所職 
員の方など 

※上記のほか、一般の方も参加可能です 

日 時 

会 場 

対 象 

 中央線 甲府駅から自動車１０分 
 身延線 金手駅から徒歩１０分 
 



 「山梨医療労務管理相談コーナー」では、医療機関及び医師や看護
職員からの労働基準法等の労働関係法令に関するご照会や労務管理
全般の御相談に対応いたします。例えば、 
 ・勤務シフトの見直しなど労働時間管理に関するアドバイス 
 ・就業規則の作成、変更に関するアドバイス 
 ・賃金制度の設計に関するアドバイス 
 ・福利厚生制度に関するアドバイス    
 ・メンタルヘルス対策等含めた安全衛生管理に関するアドバイス 
   ※ 相談無料、秘密は守られます 
  

 勤務環境の改善・向上を目指す 医療機関の皆さまへ 

  

山梨医療労務管理相談コーナーをご活用下さい 
  
～医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士）が お手伝いいたします～ 

働く人々の幸せと雇用の安定を 

厚生労働省山梨労働局 

                                      山梨労働局のホームページもご覧ください。 
                   http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html 

        ～山梨医療労務管理相談コーナー～ 
所在地     〒400-0805    
         甲府市酒折１丁目１－１１ 日星ビル 
         山梨県社会保険労務士会内  
開所日      土曜・日曜日・祝日・夏季休暇（8/13～8/15）及び 
         年末年始 （12/29～1/4） を除く毎日   
開所時間     午前9時～午後5時 
電 話      055-225-2071 
F A X       055-244-6065 

厚生労働省山梨労働局委託事業 


